
 

 

 

 

 

 

 



（別紙１）

■電子メールでの取材申込について
　取材を希望される方は、６月３０日（火）１５：００までに下記の宛先へ
　電子メールにてお申込みください。

宛先： 姫路河川国道事務所　河川管理第一課　作野　宛
kkr-kk-kkanri101@mlit.go.jp

件名： 河川愛護モニター委嘱式 取材希望
ﾒｰﾙ本文： ①会社名

②取材者名
③電話番号
※複数名の参加を希望される場合は、代表者の氏名他○名とご
記入していただき、代表者の連絡先をご記入ください。

■取材にあたっての留意事項
　取材にあたっては、以下の留意事項をご確認いただき、遵守にご協力くださ
　い。

　・当日、記者およびカメラマンの方は、自社の腕章を着用いただけま
　　すようお願いいたします。
　・取材に必要となる電源は各社各自で準備ください。
　・携帯電話はマナーモードにするか、電源をお切りください。
　・手荷物・貴重品等は各自にて管理お願いします。
　・事故防止の観点から、取材にあたっては節度のある行動をお願いします。
　・円滑な進行のため、係員の誘導、指示に従ってください。
　・ご質問等がある場合は、式終了後、個別に対応させて頂きます。

以上



姫路河川国道事務所河川愛護モニターについて

揖保川・加古川では、毎年河川愛護モニターとして活動していただく方を募集しています。令和7
年度は7月から１年間の任期で13名の方を河川愛護モニターに委嘱しました。

国土交通省では、地域住民との連携や河川愛護思想の普及啓発を目的
として、河川利用者の視点を河川管理に活かす「河川愛護モニター制
度」を実施しています。

近畿地方整備局

活動内容

■ 日常生活で河川と接するなかで、気付かれたことなどを
河川管理者へ報告
・ゴミ等の不法投棄、施設等の異常を発見した場合
・河川環境の変化、河川利用上の障害などを発見した場合 など

■ 河川愛護思想の普及・啓発活動
・地域における河川清掃活動等への参加
・河川に関するイベント等への参加 など

河川愛護モニターからの報告書（令和7年9月の例）

月1回の報告書のほか、事務所X （旧ツイッター）で
発信するための情報も提供いただいています。
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